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ガス小売全面自由化の進捗状況

 2017年4月1日に自由化された小口部門では、新規参入が拡大し、新たなサービスや料金メ
ニューが出現するなど、ガス小売全面自由化は一定の成果が出ている。

 他方、大都市圏以外の地域では新規参入が進んでいないなどの状況を踏まえ、今後、更なる競
争的な市場環境の整備などを進めていくことが必要。

1

背景にあるガス事業の特性

・ガス(LNG)の調達には一定の規模が必要。基地建設に
ついても同様。
・ガス供給市場（≒卸市場）は自ずと寡占化し易い構造。

・小規模な新規参入者のガスの自前調達は非現実的。
・ガス事業特有の保安業務への対応。（安全上不可欠）
・エリアによって異なる需要密度。（需要密度の低い地域
は相対的に新規参入のインセンティブが低い）

＜調達・製造の観点＞ ＜小売の観点(NW部門に起因するものを含む)＞

現状の施策

・基地の第三者利用制度を創設。新規参入者が既存事
業者の基地を利用可能な環境。
・振替供給等により、新規参入者の参入促進を図っている。
・ガイドラインに適正な卸取引に関する事項を記載。

・ガス事業法の改正に伴い、ガス栓までの保安業務を導管
事業者が担うよう整理済み。（小売事業者は消費機器
の保安のみを担う）
・ワンタッチ卸(卸受事業者が託送関連業務を卸元に行わ
せる卸の形式)の採用により、新規参入者の負担軽減も
可。

＜調達・製造の観点＞ ＜小売の観点(NW部門に起因するものを含む)＞





（参考）第5次エネルギー基本計画におけるガスシステム改革の位置付け

 ガスシステム改革については、電力システム改革と相まって、ガスが低廉・安全かつ安定的に供給され、消費者
に新たなサービスなど多様な選択肢が示されるガスシステムの構築に向け、小売の全面自由化、ＬＮＧ基地
の在り方も含めた天然ガスの導管による供給インフラのアクセス向上と整備促進や簡易ガス事業制度の在り方
などの改革を実施するため、ガス事業法を改正し、２０１７年４月１日からガスの小売全面自由化などを実
施した。(略)今後は、より競争的な市場環境を整備していくとともに、２０２２年４月１日に予定される大
手ガス事業者の導管部門の法的分離を着実に実施する。

 小売全面自由化後、ガス、石油、電力の異業種間での連携、地域を超えた新規参入の動きが出てきており、
さらには、新規参入者に対し、ガスの卸や保安業務などのガス事業への新規参入に必要なサービスを提供する
事業者の動きなども出てきていることから、ガスシステム改革は着実にその実現に向けて進展している。

（中略）

 ガス小売全面自由化の進捗状況も踏まえ、ガスがより低廉に供給されるよう、ＬＮＧ基地の第三者利用の
推進などガス取引の活性化に向けた施策や原料調達の低廉化のための取組についても検討していく。

第２章 ２０３０年に向けた基本的な方針と政策対応
第２節 ２０３０年に向けた政策対応
７．エネルギーシステム改革の推進
（２）ガスシステム改革の推進
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